
医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

別
府
ト
キ
ハ
ク
リ
ニ
ッ

ク

医
療
法
人
オ
ム
ニ

ス

別
府
市
北
浜
二
丁
目
九
―
一

平
二
八
・

七
・

一

新
森
内
科
医
院

新

森

義

信

別
府
市
石
垣
東
五
丁
目
一
三
三
七

平
二
八
・

七
・
二
五

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
さ
か
い

し

有
限
会
社
フ
ァ
ー

マ
シ
ー

別
府
市
石
垣
東
八
丁
目
二
―
三
四

平
二
八
・

七
・

一

ヨ
シ
ム
ラ
薬
局
鶴
見
病

院
前
店

有
限
会
社
別
府
よ

し
む
ら

別
府
市
石
垣
西
六
丁
目
六
―
一
六

平
二
八
・

九
・

一

有
限
会
社
キ
ム
ラ
薬
局

ト
キ
ハ
別
府
店

有
限
会
社
キ
ム
ラ

薬
局

別
府
市
北
浜
二
丁
目
九
―
一

平
二
八
・

七
・

一

湯
の
ま
ち
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

一
般
社
団
法
人
湯

の
ま
ち

別
府
市
大
字
南
立
石
一
〇
七
九
―

一
三
二

平
二
八
・

七
・
一
二

訪
問
看
護
白
梅
の
花

一
般
社
団
法
人
青

山
医
療
福
祉
協
会

別
府
市
青
山
町
八
―
六

平
二
八
・

三
・
一
五

か
ら
し
ま
歯
科

医
療
法
人
か
ら
し

ま
歯
科

中
津
市
大
字
島
田
四
二
七
―
四

平
二
八
・

六
・

一

医
療
法
人
春
陽
会
河
津

内
科
呼
吸
器
科

医
療
法
人
春
陽
会

河
津
内
科
呼
吸
器

科

日
田
市
石
井
町
二
丁
目
五
九
二
―

六

平
二
八
・

九
・

一

奥
村
日
田
病
院

医
療
法
人
社
団
宗

仁
会

日
田
市
田
島
町
五
〇
〇

〃

よ
し
ま
さ
歯
科

石

井

義

将

日
田
市
田
島
一
丁
目
七
―
一
四

平
二
八
・

八
・

一

株
式
会
社
喜
久
屋
薬
局

三
本
松
店

株
式
会
社
喜
久
屋

薬
局

日
田
市
三
本
松
一
丁
目
一
一
―
九

〃

株
式
会
社
伊
東
薬
局
上

野
店

株
式
会
社
伊
東
薬

局

日
田
市
上
野
町
五
九
八
―
三

平
二
八
・

七
・

一

株
式
会
社
喜
久
屋
薬
局

大
山
店

株
式
会
社
喜
久
屋

薬
局

日
田
市
大
山
町
西
大
山
九
〇
五
―

一

平
二
八
・

九
・

一

株
式
会
社
大
賀
薬
局
三

本
松
店

株
式
会
社
大
賀
薬

局

日
田
市
三
本
松
二
丁
目
七
―
四

平
二
八
・

八
・

一

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
あ
る
施
術
者
）
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
な
い
施
術
者
）
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

解
除
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

ダ
ム
小
水
力
発
電
事
業
者
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
二
七
号

十
一
月
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



す
み
れ
薬
局

黒

川

一

哉

日
田
市
石
井
町
二
丁
目
五
七
二
―

八

〃

田
渕
内
科

医
療
法
人
緑
桜
会

佐
伯
市
中
村
東
町
二
―
二
二

平
二
八
・

七
・

一

白
川
病
院

医
療
法
人
末
広

臼
杵
市
大
字
末
広
字
柳
谷
九
三
八

―
三

〃

吉
田
医
院

医
療
法
人
武
史
会

臼
杵
市
大
字
掻
懐
一
四
六
八
―
一

平
二
八
・

五
・

一

循
環
器
リ
ハ
ビ
リ
ク
リ

ニ
ッ
ク

医
療
法
人
聖
心
会

臼
杵
循
環
器
内
科

臼
杵
市
大
字
大
野
字
友
田
大
道
西

三
―
四

平
二
八
・

八
・

一

陽
だ
ま
り
歯
科
医
院

赤

嶺

陽

子

臼
杵
市
野
津
町
大
字
野
津
市
北
町

九
七
―
二

平
二
八
・

七
・

一

有
限
会
社
萬
里
薬
局
洲

崎
店

有
限
会
社
萬
里
薬

局

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
―
一
〇
七
―

七
一
七

平
二
八
・

九
・

一

有
限
会
社
友
松
薬
局
野

津
店

有
限
会
社
友
松
薬

局

臼
杵
市
野
津
町
大
字
野
津
市
北
町

一
二
二
―
一

平
二
八
・

五
・

一

ロ
ー
ズ
薬
局

有
限
会
社
ロ
ー
ズ

薬
局

津
久
見
市
上
宮
本
町
二
二
―
一
〇

平
二
八
・

八
・

一

竹
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
大
分
記

念
病
院

竹
田
市
大
字
会
々
字
七
里
一
六
三

六
―
一
〇

平
二
八
・

七
・

一

み
ず
の
え
呼
吸
器
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
み
ず
の

え
呼
吸
器
内
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

豊
後
高
田
市
界
字
荒
田
三
七
九
―

九

平
二
八
・

六
・

一

ウ
エ
ガ
キ
調
剤
薬
局

有
限
会
社
エ
ン
ド

ル
・
ウ
エ
ガ
キ
薬

局

豊
後
高
田
市
浜
町
六
六
八
―
五

平
二
八
・

七
・

一

ワ
タ
ナ
ベ
薬
局
法
鏡
寺

店

株
式
会
社
ワ
タ
ナ

ベ

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
八
〇
―
一

平
二
八
・

七
・
二
〇

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
な
ご
み

有
限
会
社
Ｃ
―
Ｔ

Ａ
Ｋ
Ｅ

宇
佐
市
大
字
大
塚
七
四
一
―
一

平
二
八
・

七
・
一
六

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
宇
佐

特
定
非
営
利
活
動

法
人
太
陽

宇
佐
市
四
日
市
二
〇
一

鶴
岡
コ

ー
ポ
Ｄ
号

平
二
八
・

四
・

一

三
重
調
剤
薬
局
内
田
店

有
限
会
社
三
重
調

剤
薬
局

豊
後
大
野
市
三
重
町
大
字
内
田
九

九
九
―
一

平
二
八
・

九
・

一

わ
か
ば
薬
局

株
式
会
社
そ
う
り

ん

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字
深
田

一
五
七
一

〃

宮
崎
医
院

医
療
法
人
宮
崎
医

院

由
布
市
庄
内
町
大
龍
二
三
五
七
―

一

平
二
八
・

七
・
一
二

ゆ
ず
の
木
ク
リ
ニ
ッ
ク

桑

野

愼
一
郎

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
二
七
一
三

―
二

平
二
八
・

九
・

一

さ
ざ
ん
か
薬
局

株
式
会
社
そ
う
り

ん

速
見
郡
日
出
町
川
崎
八
三
七
―
一

平
二
七
・

七
・

一

矢
原
医
院

医
療
法
人
豊
山
会

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
右
田
一
〇
二

八
―
一
一

平
二
八
・

九
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

所

在

地

指
定
年
月
日

高

橋

伊

代

た
ん
ぽ
ぽ
整
骨
院

別
府
市
亀
川
浜
田
町
六
―
二
三

平
二
八
・

九
・
一
五

奥

村

健

志

中
津
ハ
リ
エ
ッ
ト

中
津
市
蠣
瀬
八
四
九
―
二

平
二
八
・

六
・
二
八

湯

浅

将

博

整
骨
院

掌
―
た
な
ご

こ
ろ
―

日
田
市
元
町
二
〇
―
一
六

平
二
八
・

八
・
二
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
あ
る
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



施
術
者
の
氏
名

施
術
者
の
住
所

指
定
年
月
日

安

藤

正

純

臼
杵
市
江
無
田
九
九
六
―
一
一

平
二
八
・

六
・
二
二

河

野

裕

武

臼
杵
市
大
字
戸
室
四
六
四
―
三

平
二
八
・

五
・
一
七

山

田

誓

子

宇
佐
市
江
須
賀
二
五
九
―
一

ク
イ
ー
ン
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇

二

平
二
八
・

八
・
一
八

工

藤

清

正

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
八
六
六
―
三

平
二
八
・

七
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
年
月
日

種

類

題

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

平
二
八
・

一
〇
・
二
一

映

画

不
倫
美
姉
妹

白
衣
の
あ
え
ぎ

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

人
妻

悶
絶
い
け
に
え

新
東
宝
映
画

〃

〃

お
昼
の
猥
談

若
妻
の
異
常
な
性
体
験

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

純
情
巨
乳

谷
間
で
歌
う

オ
ー
ピ
ー
映
画

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

大
竜
井
路
土
地
改
良
区

由
布
市

平
二
八
・
一
〇
・
二
一

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
な
い
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
知
恵
袋
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

村

尾

宏

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
世
田
谷
区

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
対
し
て
、
わ
が
国
は
も
と
よ
り
、
海
外
に
伝
承
さ
れ
る
生
活

習
慣
病
対
策
に
貢
献
す
る
民
間
療
法
や
健
康
法
の
発
掘
、
調
査
研
究
、
普
及
啓
蒙
、
教
育
事
業
等
を
行

い
、
長
寿
社
会
を
迎
え
な
が
ら
も
、
一
方
で
生
活
習
慣
病
に
悩
む
現
代
人
の
健
康
対
策
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
安
心
院

湯
布
院
線

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
字
平
原
二
八
八

番
八
三
か
ら

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
字
平
原
三
一
三

番
一
地
先
ま
で

前

三
三
・
〇

〜
一
九
・
〇

六
〇
・
〇

後

三
三
・
〇

〜
一
六
・
〇

六
〇
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

竹
田
市
久
住
町
大
字
白
丹
字
板
木
七
五
七
一
番
二
・
七
五
七
二
番
一
・
七
五
七
二
番
三
・
七
五
七
二
番

四
・
七
五
七
三
番
一
・
七
五
七
三
番
五
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
豊
肥
振
興
局

並
び
に
竹
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
行
者
の
名
称

日
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

日
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業

日
田
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

昭
和
四
十
八
年
八
月
七
日
大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
年
九
月
五
日
大
分
県
告
示
第

千
二
十
七
号
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
十
八
日
大
分
県
告
示
第
千
四
百
三
十
五
号
、
昭
和
五
十
八
年
一

月
十
四
日
大
分
県
告
示
第
三
十
三
号
、
昭
和
六
十
年
六
月
十
四
日
大
分
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号
、
平

成
元
年
三
月
七
日
大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号
、
平
成
六
年
一
月
四
日
大
分
県
告
示
第
十
三
号
、
平

成
八
年
三
月
二
十
九
日
大
分
県
告
示
第
三
百
四
号
、
平
成
十
年
六
月
二
十
三
日
大
分
県
告
示
第
五
百
三

十
九
号
、
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
大
分
県
告
示
第
七
十
号
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
大
分
県

告
示
第
二
百
八
十
五
号
、
平
成
二
十
四
年
四
月
十
七
日
大
分
県
告
示
第
三
百
八
号
及
び
平
成
二
十
七
年

七
月
三
日
大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
号
の
事
業
地
の
う
ち
ア
に
掲
げ
る
区
域
を
削
り
、
当
該
事
業
地
に

イ
に
掲
げ
る
区
域
を
加
え
た
区
域
と
し
、
並
び
に
当
該
事
業
地
の
う
ち
ウ
に
掲
げ
る
地
内
に
お
い
て
事

業
地
を
変
更
す
る
。

ア

日
田
市
大
字
小
野
字
上
ノ
屋
敷
、
字
日
向
寺
及
び
字
林
ノ
下
の
各
一
部
の
区
域

イ

日
田
市
大
字
西
有
田
字
屋
敷
、
字
峰
崎
、
字
稗
ノ
迫
、
字
天
神
平
、
字
目
面
ケ
迫
、
字
山
ノ
下
、

字
下
夕
田
、
字
梅
町
、
字
上
ス
ダ
リ
、
字
下
ス
ダ
リ
、
字
釣
、
字
京
塚
、
字
蕪
、
字
イ
ノ
谷
、
字
湯

ノ
谷
、
字
杉
谷
、
字
柳
、
字
辻
、
字
西
ノ
前
、
字
大
行
事
、
字
花
ノ
木
、
字
杉
ノ
木
、
字
平
等
寺
、

字
内
ノ
下
、
字
片
峯
、
字
京
田
、
字
尾
片
峯
及
び
字
寺
島
の
各
一
部
の
区
域

ウ

日
田
市
大
字
小
野
字
平
石
、
大
字
渡
里
字
向
原
、
大
字
小
迫
字
十
石
迫
及
び
字
原
村
並
び
に
大
字

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



石
井
字
向
屋
敷
地
内

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

〇
公

告

次
の
と
お
り
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

事
業
の
概
要

１

事
業
名

稲
葉
ダ
ム
小
水
力
発
電
事
業

２

事
業
内
容

稲
葉
ダ
ム
の
放
流
水
（
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
の
放
流
）
を
使
用
す
る
水
力
発
電
所
を

設
置
・
運
営
す
る
発
電
事
業
者

３

事
業
期
間

発
電
開
始
か
ら
原
則
二
十
年
間

４

事
業
箇
所

稲
葉
ダ
ム

大
分
県
竹
田
市
大
字
刈
小
野

５

水
力
発
電
所
の
仕
様

水
力
発
電
所
の
仕
様
は
応
募
者
の
提
案
に
よ
る
ほ
か
、
募
集
要
項
及
び
事
業
仕
様
・
条
件
書
に
よ

る
。

二

事
業
候
補
者
の
選
定
方
法

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
に
よ
り
大
分
県
が
設
置
す
る
「
ダ
ム
小
水
力
発
電
事
業
者
選
定
委
員
会
」

（
以
下
「
選
定
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
に
よ
り
選
定
す
る
。

三

募
集
手
続
等

１

本
事
業
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課
ダ
ム
・
海
岸
班
（
大
分
県
庁
舎
新
館
八
階
）

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
四
五
九
六

２

募
集
要
項
等
の
交
付
期
間
、
場
所
及
び
方
法

㈠

交
付
期
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜

日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
三
条
に

規
定
す
る
休
日
（
以
下
こ
れ
ら
の
日
を
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

㈡

場
所

１
の
場
所
で
直
接
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

３

関
係
資
料
の
閲
覧
期
間
、
場
所
及
び
方
法

㈠

閲
覧
の
対
象
と
な
る
資
料

⑴

稲
葉
ダ
ム
図
面
集

⑵

稲
葉
ダ
ム
貯
水
池
に
お
け
る
貯
水
位
、
流
入
量
及
び
放
流
量
デ
ー
タ
（
過
去
六
年
分
）

⑶

稲
葉
ダ
ム
操
作
規
則
及
び
細
則
等

㈡

閲
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日
（
水
曜
日
）
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で

（
休
日
及
び
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
三
日
ま
で
を
除
く
。
）

㈢

場
所

１
の
場
所
で
閲
覧
す
る
こ
と
。
な
お
、
希
望
者
に
対
し
て
既
存
資
料
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
Ｃ
Ｄ

を
配
布
す
る
。
Ｃ
Ｄ
配
布
を
希
望
す
る
者
は
、
㈡
の
閲
覧
期
間
中
に
１
の
場
所
へ
引
換
用
の
Ｃ
Ｄ
を

持
参
す
る
こ
と
。

四

現
地
説
明
会

１

場
所

稲
葉
ダ
ム
管
理
事
務
所

大
分
県
竹
田
市
大
字
刈
小
野

２

日
時

一
回
目

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
十
三
時
三
十
分
か
ら
（
受
付
は
十
三
時
か

ら
）

二
回
目

平
成
二
十
八
年
十
二
月
五
日
（
月
曜
日
）
十
三
時
三
十
分
か
ら
（
受
付
は
十
三
時
か
ら
）

３

提
出
様
式
及
び
方
法

募
集
要
項
で
指
定
す
る
。

４

申
込
先

三
の
１
に
同
じ
。

５

申
込
期
限

一
回
目

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
六
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

二
回
目

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

五



五

応
募
資
格
の
確
認

１

提
出
様
式
及
び
方
法

募
集
要
項
で
指
定
す
る
。

２

提
出
先

三
の
１
に
同
じ
。

３

提
出
期
限

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時

４

応
募
資
格
確
認
の
結
果
通
知

提
出
さ
れ
た
様
式
に
基
づ
き
、
応
募
資
格
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二

十
二
日
（
木
曜
日
）
ま
で
に
応
募
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

六

企
画
提
案
書
の
提
出

１

提
出
様
式
及
び
方
法

募
集
要
項
で
指
定
す
る
。

２

提
出
先

三
の
１
に
同
じ
。

３

提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
一
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
午
後
五
時

七

審
査
及
び
結
果
の
通
知

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
に
基
づ
き
、
選
定
委
員
会
の
審
査
に
よ
り
評
価
を
行
い
、
事
業
候
補
者
を

選
定
す
る
。
審
査
結
果
は
平
成
二
十
九
年
二
月
七
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
各
応
募
者
に
文
書
で
通
知
す

る
。

八

事
業
実
施
の
協
定
締
結

七
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
事
業
候
補
者
と
、
事
業
実
施
の
協
定
締
結
に
向
け
た
交
渉
を
行
う
。
協
定
締
結

交
渉
が
不
調
の
と
き
は
、
選
定
委
員
会
が
選
定
し
た
次
点
の
応
募
者
を
交
渉
相
手
と
す
る
。

九

そ
の
他

本
事
業
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
、
通
貨
及
び
時
刻
は
、
日
本
語
、
日
本
国
通
貨
及
び
日
本
標

準
時
に
限
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六


